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平成２９年７月 教育委員会臨時会会議録 
 

○日 時  平成２９年７月１３日（水）１０：２０～１０：４２ 

 

○場 所  外港庁舎 会議室 

 

○出席委員の氏名 

教 育 長 森 本 和 孝 

委 員 松 本 正 弘 

委 員 本 多 直 行 

委 員 立 花 博 

委 員 森 み ず き 

 

○委員以外の出席者の氏名 

教 育 次 長  伊 藤 太 一 教育総務課長 菅 幸 博 

学 校 教 育 課 長 堀 口 達 也 社会教育課長 松 本 恒 一 

ス ポ ー ツ 課 長 浅 田 寿 啓 書 記 酒 井 昭 利 

 

○議事日程 

開   会 

第 １ 会期決定 

第 ２ 議事録署委員の指名について 

第 ３ 島原市教育長職務代理者の選任について 

第 ４ 事務の委任等について 

第 ５ 議案上程 

45号議案 島原市奨学生審議委員会委員の委嘱について 
原案

可決 

46号議案 
ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会委員の委嘱

について 

原案

可決 

第 ６ そ  の  他 

    ① 九州地区市町村教育委員研修大会について 
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【会議録】 

開  会 （１０：２０） 

伊 藤 次 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本教育長 

 開会前に私の方から教育長の退任と選任並びに新教育委員会制度について、

若干説明をさせていただきます。 

ご承知の通り、宮原照彦氏が７月１１日をもって教育長を退任されました。 

これに伴い、昨日開催された６月定例会本会議において、市議会の同意を得

て、本日付で市長から森本和孝氏に教育長の任命が行われました。これによ

り、改正前の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を適用する経過措

置が終了し、本日以降、本市でも新教育委員会制度での教育委員会運営が始ま

ることとなります。 

新制度では、教育委員長及び同職務代理者の職は廃止され、教育長が教育委

員会の会務を総理し、教育委員会を代表することになりますので、よろしくお

願いいたします。私のからの説明は以上でございます。 

それでは、森本教育長、議事進行について、よろしくお願いいたします。 

 

 改めまして、本日付で、古川市長から教育長を拝命いたしました森本和孝で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、着座にて議事進行をさせていただきます。 

松本前教育委員長様及び本多前教育委員長職務代理者様におかれましては、

これまで教育委員会運営に多大なご尽力をいただき、心より感謝申し上げま

す。今後とも本市教育行政の発展に向けてご尽力いただきますようお願いいた

します。それでは、会議を進めてまいります。 

ただいまから７月臨時教育委員会を開会いたします。 

 

第 １ 会期決定 

 

 

松 本 委 員 長 

 

 

 

松 本 委 員 長 

 

 

松 本 委 員 長 

 

 

 

宮 原 教 育 長 

 

森本教育長  日程第１「会期の決定」を議題といたします。 

本臨時会の会期は、本日１日とすることでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声） 

 

ご異議がありませんので、本臨時会の会期は本日１日限りとすることに決定

いたしました。 

 

第 ２ 議事録署名委員の指名について 

森本教育長 日程第２「議事録署名委員の指名について」を議題といたします。 
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森本教育長 

会議規則第１９条の規定により、本日の会議録署名者に松本委員及び森委員

を指名いたします。 

 

（「はい」の声） 

 

よろしくお願いします。ここで私から、お時間をいただいて教育長就任にあ

たっての思い等について、少しお話しをさせていただきたいと思います。 

昨日まで第四小学校にお世話になっておりました。一昨日は湯江小学校にお

世話になっておりました。教職を退職して１年間社会教育関係の団体にお世話

になっておりましたが、やっぱり学校がいいなと思い学校に戻って４ヶ月間過

ごしてきましたが、改めて学校のすばらしさを実感したところでありました。

本日辞令をいただいたわけですが、正直まだ気持ちの切り替え等も十分に出来

ていないところもあって、今から何をするんだと問われても、なかなか答える

ことが出来ないという状況が正直なところでございます。ただ先日、宮原前教

育長さんとお話をして、これまでの４年間の宮原前教育長さんが残された実

績、この素晴らしさに私はただただ驚くばかりでございました。その実績は形

として、あるいは数値として表れております。そういった実績を見ると、新た

な実績を自分が残せるのかと、もとい実はそういうことは考えておりません。

実績、それから前教育長が敷かれた路線、これをしっかり守り実績を壊すこと

なく、更に少しでも輝きを持てるように取り組んでいければと思っているとこ

ろです。今の思いとして非常に漠然的なことになりますけども、１つ教育委員

会の仕事というのは、学習者の学びの保障であると考えております。これは小

学生からご老人まで学習者というのは市民すべてが学習者であります。その学

びをいかに保障していくのか、これが教育委員会の基本的な職務であろうと思

っております。多くの学習者が喜びをもって学べる場、そういったものをいか

に保証してやるのか、そういったことを考えているところでありました。もう

１点は、これは年取ってから自分が学校教育に関わってきた中で考えてきたこ

とですが、「ふるさと」という思いをぜひ全ての者が持ってもらいたい、小学

生のふるさとは家庭であり、近所であり、自治会町内であろうかと思います。

高学年になりますと、地区であり、島原市である、やはりふるさとが好きでな

い子どもは、ふるさとには帰ってこない、そういった視点での生涯学習におけ

る学びというものを、ぜひ充実をさせていきたいと思っております。具体的に

事業をどうするのかということまでは考えが至っておりません。事業化ではな

くて、メンタル面でそういったものを推し進めていくということも考えられる

のかのというふうに思っているところです。今日新制度になりましたので、私

のこの教育委員会に対する思いを２つだけ述べさせていただきたいと思いま

す。１つは教育委員の皆さん方と私たち教育委員会事務局は、より緊密な関係 
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 でありたいということであります。新制度になりまして、我々が所管、あるい

は委任された事項に関して、報告する義務が生じて参っております。義務があ

るから報告するのではなくて、お互いが情報を十分共有をして島原市教育行政

の発展に帰するような議論ができる、そのためにはやはり多くの情報を率先し

て流して参りたいと思っております。各課の課長もそのつもりで恐らく対応し

てくれているだろうと思っております。これまで以上に他の方から委員さんの

お耳に入ることがないよう、これは重要だと、お耳に入れといた方がいいだろ

うと思うものについては、情報を十分流して参りたいと思います。より緊密な

関係を築いていければということです。２つ目は、より緊張感のある関係を作

っていきたいということです。新教育委員会制度になりまして、いわゆる新教

育長というポストに権限が集中されることになりました。となると教育委員さ

ん方のチェックということが非常に重要になってくると私は考えております。

暴走したり、横道にそれたり、そういったことがないように私どもが提案する

議案若しくは施策等の説明については、それぞれのお立場で厳しいご意見等を

賜ればより島原市の発展に帰することが出来るんではなかろうというふうに考

えているところです。従いましていわゆる教育委員会の活性化を図るために先

ほど申し上げました２つ、私たちは緊密な関係でありたいし、より緊張感を持

った関係でありたいと思っておりますので、今後ともどうかよろしくお願いい

たします。以上でございます。 

それでは、議事に入ります。 

 

第 ３ 島原市教育長職務代理者の選任について 

森本教育長 日程第３ 「教育長職務代理者の選任について」を議題といたします。 

先ほど申しましたが平成２７年４月１日で「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」が施行されております。これは教育委員長と教育長が一本化し

た、いわゆる「新教育長」が置かれることになったところでございます。改正

前では教育長の職務代理者は事務局職員が指定されてきましたが、新制度にお

ける教育長の職務代理は、同じ教育委員会の構成員である教育委員が担うこと

とされております。法の中で、教育長に事故があるとき、または教育長が欠け

たときは、あらかじめ教育長が指名する委員がその職務を行う旨が規定されて

おります。もう１点は職務代理者の任期については、法律に明記されておら

ず、教育長が別の教育委員を指名するまでか、すでに教育長が欠けた状態であ

れば、新しい教育長が任命され、当該教育長が新たに職務代理者を指名するま

でとなります。しかしながら、私といたしましては、法に明文化されておりま

せんけれども、再任はあるにせよ、一応目安として１年を節目とさせていただ

きたいと考えているところでありますが、いわゆる職務代理者の任期について 
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森本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松 本 委 員 

 

 

森本教育長 

 

は、私としては、１年を目安としたいと考えておりますけれども、いかがでし

ょうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

ご賛同いただきありがとうございます。それでは、教育長の職務代理者の任

期につきましては、この会の申し合わせにより本日から１年を目安とする。た

だし、再任を妨げないということにさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、ここで「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条第

２項の規定に基づき、私の職務代理者の指名をさせていただきます。 

教育長の職務代理者として、これまで教育委員長としてご尽力いただきまし

た松本委員を指名いたします。松本委員お引き受けいただいてよろしいでしょ

うか。 

 

微力ながら、今森本教育長の腹積もりを聞きまして縁の下で頑張りたいと思

います。 

 

松本委員、ご承認ありがとうございます。教育長職務代理者として、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

第 ４ 事務の委任等について 

森本教育長 日程第４ 「事務の委任について」を議題といたします。 

 この議題については、取り方によっては甚だ失礼な部分になるかもしれませ

んが、今後の十分な手当てということで、ご提案をさせていただきます。只

今、私の職務代理者として松本委員に了承いただいたところでありますが、私

に事故等あった場合の代理としての松本委員に毎日、事務局の事務を指揮監督

していただくのは、現実的に困難な状況もあるんではなかろうかというふうに

考えております。しかしながら、教育行政は、いわゆる教育委員会の業務とい

うのは動いておりまして、一日たりとも停滞させることは許されないと考えて

おります。そこで、具体的な事務執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督

して事務執行を行うことが困難である場合の事務の委任を「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律」第２５条第４項の規定に基づき事務局職員にしては

どうかと考えております。なお、本市には従前、教育長に事故等あった場合の

代理者として先ず次長に、次に教育総務課長にその職務を行わせる旨の規則が

ありましたので、新制度においても従前同様、こうした場合の事務執行を次 
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森本教育長 

長、次に教育総務課長の順に委任したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

ありがとうございました。それでは、職務代理者が自ら事務局を指揮監督し

て事務執行を行うことが困難である場合の具体的な事務執行等の職務を次長

に、次に教育総務課長に委任することに決定いたします。 

次に議案の審議に入ります。 

 

第 ５ 議案上程 

 

 

 

森本教育長 

 

 

 

菅 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本教育長 

 

 

 

 

森本教育長 

第４５号議案   

島原市奨学生審議委員会委員の委嘱について  

 

日程第５議案上程「第４５号議案 島原市奨学生審議委員会委員の委嘱に

ついて」を議題といたします。 

第４５号議案について、事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

それでは、第４５号議案 島原市奨学生審議委員会委員の委嘱についての

提案理由の説明を申し上げます。島原市奨学生審議委員会委員に、次の者を

委嘱する。新教育長の森本教育長を委嘱しようとするものであります。提案

理由としましては、３ページをご覧いただきたいと思いますけども、島原市

奨学金貸付条例第９条の規定により、委員に委嘱しようとするものでありま

す。なお、任期につきましては、補欠委員の任期は、同条例第９条第４項に

前任委員の残任期間とすると規定されていますので、本日から平成３１年３

月３１日までとなります。以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

説明が終わりましたが、第４５議案について、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

 

（「なし」の声） 

 

無いようでしたら、第４５号議案は原案のとおり議決してよろしいでしょう
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森本教育長 

 

 

 

 

森本教育長 

 

 

 

菅 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本教育長 

 

 

 

 

森本教育長 

 

 

 

か。 

 

（「異議なし」の声） 

 

それでは、第４５号議案は原案のとおり議決いたします。 

 

第４６号議案   

ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会委員の委嘱について 

 

次に「第４６号議案 ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会委員の委

嘱について」を議題といたします。 

第４６号議案について、事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

それでは、第４６号議案 ふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会委員

の委嘱についてご説明を申し上げます。同委員に、次の新教育長の森本教育長

を委嘱しようとするものであります。提案理由としましては、６ページをご覧

いただきたいと思いますけ。島原市奨学金貸付条例第１７条の規定により、委

員に委嘱しようとするものであります。なお、任期につきましては、補欠委員

の任期は、同条例第１７条第４項に前任委員の残任期間とすると規定されてい

ますので、本日から平成３２年３月３１日までとなります。以上で説明を終わ

らせていただきます。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

説明が終わりましたが、第４６議案について、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

 

（「なし」の声） 

 

無いようでしたら、第４６号議案は原案のとおり議決してよろしいでしょう

か。 

 

（「異議なし」の声） 
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森本教育長 

 

それでは、第４６号議案は原案のとおり議決いたします。 

 

第 ６ その他 

森本教育長 

 

 

菅 課 長 

 

森本教育長 

 

 

 

森本教育長 

 

 

日程第６「その他」についてでありますが、事務局から何かありましたら説

明をお願いいたします。 

  

 「九州地区市町村教育委員研修大会」について、別紙により説明。 

 

 只今の説明について、何かご質問等ありませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

他に、何かありませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

第 ７ 閉会（１０：４２） 

森本教育長 

 

他になければ、これで本日の７月臨時教育委員会を閉会します。 

 

 

    上記のとおり会議の顛末を記載し、ここに署名いたします。 

 

     教 育 委 員 

 

     教 育 委 員 

 

     記 録 職 員 

 


